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はじめに

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全

史料協)研修・研究委員会では、 1998年度第

l回委員会において、委託研究「公文書の管

理・移管・評価選別についての研究jをスタ

ートさせることを決定し、筆者と広島県立文

書館の数野文明氏がこれを受託した (1999年

度から名称を研究プロジ、エクトとし、山口県

文書館の戸島昭氏が加わった)。問委員会で

はかねてより全史料協会員のニーズに応える

ための研究プロジェクトを実施することが懸

案になっており、筆者が委員長をつとめてい

たことから、まず醜より始めよとばかりに、

広島でプロジェクトの第一弾を引き受けるこ

とになったものである。

この研究プロジ、エクトは、公文書の管理・

移管・評価選別について、都道府県レベルで

の全国的な状況を調査し、現状と問題点を明

らかにし、改善の方向を探ることを目的とし

ており、各館・各都道府県の協力を得ながら

推進していく必要があるものである。そのた

め、 6月に全史料協研修・研究委員会委員長

名で各都道府県立文書館長に報告者の選定と

その報告者によるレポート提出を依頼した。

その際、各館でレポートを作成する際の参考

として、筆者が作成したレポート「広島県に

おける公文書の管理と移管jを送付した。 11

月までに引き受けていただいた全ての報告者

からレポートが寄せられた。いずれも各館

(県)の実情を率直に記述しており、現状と

問題点を浮き彫りにするものであった。これ

らは、全史料協研修・研究委員会によって

『公文書の管理・移管・評価選別に関するレ

ポート集』という冊子にまとめられた。 1)そ

して、 12月15日に各館の報告者による研究会

を広島で開催し(翌年の 2月25日には埼玉で

も開催した)、筆者が各館の報告者によるレ

ポートの集約をおこない報告した。このとき

の報告をもとに、筆者は委託研究の中間報告

「公文書の管理・移管・評価選別についてJ
をまとめ、各報告者に配付するとともに『広

島県立文書館紀要』第6号(1999年3月)に

掲載した。本稿は本誌編集者の依頼により、

この中間報告をベースに訂正・加筆・削除を

加えたものである。中間報告では、レポート

で報告された各県の現状を類型化することに

重点を置いたが、本稿では、課題や解決の方

向について筆者なりの見解をできるだけ提示

することにつとめた。

公文書の管理・移管・評価選別についての

研究は、これまで鈴江英一氏・青山英幸氏・

戸島昭氏・水口政次氏・石原一則氏・樋口雄

一氏らによってなされ、また、小暮隆志氏に

よる群馬県を事例とした研究や小森治夫氏に

よる京都府を事例とする研究も発表されてい

る。 2)このうち、鈴江英一氏は、文書館が設

置されている地方公共団体の移管の制度の類

型化と各館の収集基準の構成について分析を

おこなった。また、水口政次氏は、全都道府

県の文書管理制度を文書規程の検討をとおし

て類型化した。

本稿では、これらの研究に学びながらも、

従来の研究が制度面・法制面に傾斜していた

点に鑑み、各館のレポートから明らかになっ

た各県・各館の制度と実態のずれをも重視

し、現状と課題を明らかにすることにつとめ

たい。

1 現用文書の管理

現用文書の管理は、文書館の上流部分にあ

たるので、そのあり方如何は受入側の文書館

を制約する。公文書は、歴史資料として保存

するために作成するわけではなく、業務との

関わりで作成するものなので、業務(主務課)

の都合が優先されるのは当然としても、文書

のライフサイクル全体を考慮した文書管理制

御がなされなければならない。そのため主務

課・文書主管課・文書館三者の利害の調整が

必要となる。

収受・作成

文書収受手続きや文書作成のルールは、発



生段階における文書管理コントロールとし

て、公文書のライフサイクル全体を制御して

いくうえで無視することはできない。保存と

の関わりでは、用紙のサイズの統ーや紙質が

問題となる。収受・発信文書に記号や番号が

付され、それがファイリングと連動する場合、

その後の文書管理に直接的影響を与える。

実際には、収受・作成の手続きは、文書量

の増大とともに簡略化の方向にあり、文書館

サイドではそれほど大きな関心が払われてい

ないように思われる。しかし、文書管理をコ

ンピュータでおこなうようになると、千葉県

にみられるように、起案件名の管理がコンビ

ュータでなされたり、場合によっては、それ

が収受文書の管理にまで及ぶようになるかも

しれない。そうなると、発生段階におけるコ

ントロールのあり方が、ライフサイクル管理

においてより重要な意味をもってくるだろ

つ。

ファイリング

文書のファイリングを制御するため、各県

とも文書分類表やファイル基準表を使用して

いる。フォルダー名や簿冊名を決め、発生す

る文書をいずれかに帰属させる。このとき同

時に保存年限も決まる。それにより、検索の

便をはかるとともに保存・廃棄を制御すると

いうのが文書分類表やファイル基準表であ

る。

各県で採用されているものには、割付方

式・割付積上方式・積上方式の三類型があ

る。割付方式といっても、文書主管課が一方

的に分類表を決めること(割付)はありえず、

実際には主務課の意向をもとに決める (積

上)。だから、両者の違いは、分類表の決め

方にあるのではない。積上方式が課や係ごと

の分類表であるのに対し、割付方式は全庁的

分類表を作成するところにある。前者では、

職員は自分のセクションの分類表(おそらく

数枚の)だけに関心を払えばよいが、後者は

全庁的分類表(北海道は450ページ)を手元

においてファイリングすることになる(実際

に関係するのはそのうちの数ページである

公文書の管理・移管・評価選別について 3 

が)。両者とも毎年更新することを前提にし

ているが、後者は大部であるのと、主務課と

文書主管課との調整というハードルがあり、

小回りがききにくい。そのため更新を怠り、

実態と合わなくなるケースが多いと思われ

る。3)

積み上げ方式の場合は、文書をまず組織

(00課xx係)ごとに分類(区分)するこ

とが前提となっている。これは文書館学の見

地からも理にかなっている。割付方式は、主

題(職能)分類を目指し、 一見、組織区分を

無視している4)ようにもみえる。しかし、実

際の運用では、組織区分が第一に考慮されて

いると思われ、分類表と実際の運用に矛盾が

あるのではなかろうか。割付方式が広く採用

されている理由として、組織の再編・統合に

振り回されないですむこと、整然とした分類

体系のなかで一つ一つの文書が位置付けられ

ることがメリットとして支持されているので

はないか。

積み上げ方式の場合、群馬・小暮報告が指

摘するように、単年度では問題にならないが、

累年で見た場合、組織の改編を時系列でどう

処理するかが問題となる。積み上げ方式では、

分類体系を優先する場合と、保存年限管理

(廃棄)を考慮して保存年限を優先する場合

がある。文書の階層性、位置づけを重視する

か、保存年限管理(廃棄)を重視するかの違

いである。

ファイリングの方式は、各県でそれなりの

伝統と実績の上に採用されてきたとは思う

が、自分の所で採用している方式を絶対化せ

ず、他との比較の上で利害得失を考える必要

がある。

編綴

文書の形状や用途により多様な用具が使用

されているが、基本的にはフォルダー(紙挟

み)と簿冊の二つの形態、およびその組み合

わせといえる。文書の差し込みや取り出し、

ライフサイクルに応じた処理、収納スペース

などの点でフォルダーは簡便であるが、文書

の順序が乱れやすい欠陥がある。整理に手間
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を要しないのはメリットでもあるが、文書整

理に手を抜く結果になりやすい。これに対し、

簿冊はフォルダーのような柔軟性に欠ける

が、逆に文書を固定化する必要度が高い場合

は簿冊が選択される。手聞をかけて製本する

ような場合、目次を付けるなど、整理も行き

届きやすい。

評価選別の見地からは、栃木・丸茂報告は

「簿冊形式の場合は文書が綴じ込まれて固定

化されてしまうために、どんなものでも全て

残されていくことにもつながり、文書を柔軟

に整理、保存していくためにはもっとフォル

ダー形式の活用が見直されるべきかもしれな

い。Jと指摘している。選別保存という前提

に立てば、簿冊の一部を保存し他の部分を廃

棄することは当然で、あるが、簿冊を解体して

一部を保存することには抵抗がある。原理的

にはフォルダーも同じことではあるが、続じ

られていないだけに処理しやすいということ

であろう 。

文書主管課での集中管理

主務課で完結後一年保管され、その後文書

主管課に引き継ぐという方式がもっとも一般

的におこなわれている。文書の活性度に応じ

たライフサイクル管理として、最も合理的と

考えられるからであろう 。毎年くり返される

業務を遂行する上では、前年の文書は参照頻

度がきわめて高いので、事務室に置く必要が

ある。これに対して、それ以前の文書はそれ

ほど頻繁に参照されることはないので、文書

主管課の書庫で管理されるのである。

一方で、短期の保存文書を主務課管理にま

かせている県もある。北海道は保存期間10年

以上の文書のみ総務課が引き継ぐとしてお

り、大分も 5年保存までは主務課で管理し廃

棄している。このほか、 3年保存文書は主務

課管理、というところは多い(和歌山ほか)。

これらの諸県は、事実上文書主管課と主務課

の二元管理状態になっているといえる。

保存年限の違いによる文書主管課と主務課

の二元管理ということとは別に、文書主管課

への引き継ぎ規定が守られない結果生ずる事

実上の二元管理という問題も各県で生じてい

る。北海道では引き継ぎ率は全課の20%、栃

木では50%という 。また、規定に反して主務

課で保管するという実態があっても、書庫が

手狭で、、それらを受け入れる状況にないとい

うところもある。5)

主務謀管理は、主務課の都合が優先され、

jレールが守られにくい。さらに、文書を選別

して引き渡しを受ける側の文書館にとって、

選別・引き渡しの相手方が一元化されず、本

庁だけでも 100近くにのぼる多数の課を相手

にしなければならないのは、物理的に大きな

困難を引き起こす。公文書のライフサイクル

管理のうえからは、現用文書の集中管理はぜ

ひとも必要であり、そのためのソフト・ハー

ド(書庫など)両面の条件整備が欠かせな

、、。

常用文書

集中管理が徹底している県でも、例外的に

主務課にその管理が委ねられている文書が存

在する。いわゆる、常用文書で、「常時使用

するなど特別の理由により、主務課において

引き続き保管を必要とする文書として総務課

長の承認を得たものJ(広島)などと規定さ

れているものである。これらについては、ラ

イフサイクル管理の視点から、登録手続き・

廃棄手続と実態の把握が必要であり、実態に

即した解決が求められる。 6)

山口では、主務課での保管期聞が過ぎても、

例規、秘密文書、その他事務処理上必要な文

書は必要な期間主務課で保管できるとされて

いる。人事記録など主務課の担当者以外見せ

ではならない文書は、 一般の職員が自由に出

入りできる集中管理書庫での管理にはなじま

ない。主務課のロッカーなどで厳重に管理さ

れなければならない秘文書の存在は否定でき

ないであろう 。しかし、これらの文書も文書

管理のコントロールをなんらかの形で受ける

必要があり、歴史資料として保存することが

可能な措置がとられなければならない。

常用文書は主務課にとって利用頻度や重要

度が高いものである。それだけに、歴史資料



としての保存価値の高いものが多いと考えら

れる。業務遂行上手元で管理しておくことが

必要であるので、 主務課で保管することを認

めるとしても、文書主管課での把握は不可欠

である。 そうした考えに立って、規程にお

いて、文書主管課への報告が義務づけられて

いると ころがほとんどである(兵庫県は文書

課への報告は義務づけられていない)。茨城

県では、現年度に発生した文書とみなして保

管文書管理表に登録するように規定されてい

る。常用文書が発生したら、廃棄するまで毎

年登録しなければならないというもので、か

なり徹底したルールである。しかし、どの県

においても常用文書の文書主管課への報告は

あまりされていないのが実情ではないだろう

か。現行の文書管理システムが廃棄をいかに

効率的におこなうかに主眼が置かれ、廃棄の

jレート にのらない文書の管理がおろそかにさ

れているのである。

さらに問題なのは、常用文書の廃棄手続き

である。常用文書が非現用になることの判断

を主務課が下すのは当然、としても、多くの県

で、文書主管課への引き継ぎや文書館の選別

を経ずに、廃棄されている。規程の上では文

書館での選別を保障しているところもある

が、ほとんど守られていないと思われる。常

用文書の廃棄は、ルーテインでないので、無

視されやすいのである。7)

文書主管課書庫の管理

書庫での簿冊の排架は、大別すれば、引継

と廃棄の流れにそって書庫内での移動を最小

限にする方法と、利用の利便性を考慮し課別

に排架する方法が考えられ、各県では両者の

いずれかもしくはその折衷の方式がとられて

いる。前者の方式では、一つの課の簿冊が何

か所かに分散するので、職員が台帳等の検索

手段なしに自分の課の文書を探し出すのはほ

とんど不可能であろう 。ルーズな配架は許さ

れず、台帳等と厳密に一致した配架となる。

一方、課別を優先した排架方式は多くの県

で採用されている。書庫を課の数だけ区分し

なければならないし、毎年文書移動があるが、

公文書の管理 ・移管・評価選別について う

職員にとって必要なのは自分の属する課の文

書のみであるので、課別に排架されているの

は、文書を探すのにきわめて好都合といえる。

しかし、書庫を各課にわりふって、それぞれ

自己責任でどうぞ、というイメージに成りや

すく、目S主によらなくてもなんとかなるだけ

に、目録にもとづく厳密な管理ができなくな

っているところが多い。

文書館による選別作業にとって、現物の点

検には課別配架は好都合であるが、目録にも

とづく厳密な管理ができないとなると不都合

である。

電算システム

文書事務に電算システムを導入する動きが

急である。究極的には文書の電子化、電子決

裁まで進むと考えられ、現に企業ではかなり

のところで採用されており、そして自治体で

もいくつかで試みようとされている。文書の

電子化は、文書のライフサイクル全体を見通

して実施されるべきであり、文書館としても

計画段階から積極的に関与していく必要があ

る。

一方、コンピュータを利用した文書管理は

広くおこなわれている。ただし、都道府県レ

ベルでの主流は、簿冊・ファイル単位での管

理にとどまっており、件名レベルまでの管理

は、東京に次いでEようやく千葉で始まったと

いう状況である。

文書管理のコンピュータ化は、文書主管課

による集中管理が容易になるだけでなく、文

書のライフサイクル管理のうえで強力な武器

となる。したがって、文書館サイドからの期

待も大きいようである。栃木では、将来的課

題として検討しており、その際今まで以上に

文書管理システムを機能させることを狙うと

いう。実際、大阪では、簿冊ファイルをデー

タベース化し、それによって各課の管理台帳、

引継票、廃棄文書一覧表を自動作成している。

山口では、平成 5年度から実施したが、公安

委員会を除き、各行政委員会も利用している

ので、学事文書課を通じて選別・引き渡しの

jレートが拡大したという 。
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文書主管課・文書担当者

文書の集中管理において文書主管課の強力

なリーダーシップが不可欠である。しかし、

「文書学事課は受け身J(栃木)という指摘が

あるように、文書主管謀による文書システム

維持管理の努力が不十分であるケースが多

い。文書管理システムを作り上げる時には、

組織・体制・権限とも強力なものが与えられ

るが、文書管理がいったん軌道に乗ると、そ

のころには担当者も代わっていて、マネージ

メントがおろそかになるのが通例である。く

わえて、現用文書管理業務、すなわちレコー

ドマネージメントが、欧米では専門的業務と

みなされ、レコードマネージャーなどの専門

職員が配置されているが、日本ではこの業務

の専門性は顧慮されていないという事情があ

る。都道府県レベルの公務員は、人事異動で

はあらゆる部署に配置替えされる可能性をも

っている。それでも、農政畑とか税務畑とか

民生畑とか、人事異動にあたって経験や適性

が顧慮されるが、文書管理業務はそれも配慮

されないのではないかとさえ思われる。文書

事務そのものにはすべての職員が従事してい

るので、文書管理業務は誰でもできる業務と

みなされやすいのかもしれない。

一方、主務課にも文書管理担当が置かれて

いるが、名目だけの存在になっている場合も

あり、実質的に機能させる仕組みをつくる必

要がある。

2 移管の制度と実態

都道府県立文書館にとって、親機関から公

文書を受入れることは、何をおいても外せな

い業務である。しかし、現実には、移管でき

ない機闘があったり、地方機関であるため、

永年文書であるため、秘文書であるため、な

どの理由から移管がおこなわれていないケー

スがある。移管を妨げている事情を明らかに

し、公文書が例外なく文書館に移管可能とな

る制度を確立しなければならない。

対象部局

文書館が知事部局と教育委員会のいずれに

設置されているにせよ、歴史的公文書を保存

する文書館の使命を全うするには、すべての

部局から移管を受けることが望ましい。現状

では、規程の上では、埼玉が公安委員会を含

む全ての機関(出先機関を含む)が選別・移

管の対象となっており、群馬が公安委員会を

除き出先機関を含む全ての機関が選別・移管

の対象となっている。その他の大部分の県は

知事部局と教育委員会を軸に、若干の行政委

員会から引き継ぎを受けるというパターンが

一般的である。また、京都のように移管を受

ける部局が知事部局本庁のみに限られている

ところもある。

北海道では、移管される部局・機関が年を

おって拡大している。鳥取では知事部局・教

委のみが対象であったが、県議会で歴史的公

文書保存の重要性を指摘されたのを受け、一

部行政委員会で引継の動きがあるという。こ

のように、移管される部局の拡大は、関係者

の努力や理解、世論などの追い風などに負う

ところが大きい。

どの県でも、公安委員会の文書を引き継ぐ

ことには成功していなしミ。公安委員会の文書

は情報公開条例においても対象外となってお

り、ハードルはきわめて高いことは明らかで

ある。しかし、歴史資料としても重要度の高

い文書が作成・保管されている可能性が高い

ので、いずれかの方法で歴史的公文書として

保存するシステムをつくりあげなければなら

ない。

なお、保存年限規定による文書管理システ

ムが機能していないため、制度上移管を実施

することになっていても、廃棄文書が特定で

きないため移管されないケースもある(栃木

教委・広島教委)。当然のことながら、きち

んとした文書管理がおこなわれるのが、移管

の前提となる。徳島では、教委の廃棄文書目

録を文書館が作成することで引き渡しを実現

させつつあると報告されている。



地方機関の文書の選別

次に問題となるのは、地方機関の文書の扱

いである。本庁機関と比較して地方機関の文

書の特質や重要度をどのように判断するかと

いう点を除けば、本庁機関の文書と変わると

ころがない。問題は対象機関が非常に多いこ

と、地理的に本庁と離れているところからく

る技術的な問題であろう。

埼玉では、制度上は全ての機関が引き継ぎ

対象となっているが、現実には知事部局本

庁・教育局本庁のみとなっており、地方機関

からは引き継ぎを受けていない。新潟・兵

庫・大分も同様であり、同じく規定上引き継

ぎ可能な群馬でも移転・廃所の時の数回実施

したのみという。広島では、廃棄文書リスト

を送付してくる地方機関が年間20機関に満た

ず、収集実績もきわめて少ない。一方、地方

機関の引き継ぎが制度上からもおこなわれな

いことになっている県も多い。このように、

地方機関の文書の引き継ぎ率が低いのは、重

要度に対する否定的な認識もあるが、効率的

に選別を実施する仕組みが整っていないた

め、文書館の側に実施するだけの人員・時間

を割けないという事情がある。

これに対して、東京や北海道では、ほほ全

ての地方機関から文書リストが送付されるの

で、リスト上での選別が可能である。もっと

も厳格に実施しているのは神奈川で、本庁・

出先を問わず廃棄文書の現物が公文書館に搬

入される。秋田や沖縄でもこの方式がとられ

ている。

選別の権限と引き渡し拒否

文書館への文書の移管は、文書規程等にの

っとって実施されるのが通常である。その際、

移管が義務規定であるか、「できる規定」で

あるかが問題となるし、選別の権限が文書館

にあるこ とが明記されているかどう かも問題

となる。

この面では、新しく文書館が設立された県

ほど整備されている。たとえば、ほぼ10年前

に設立された広島や千葉では、廃棄文書の文

書館での事前審査が保障され、文書館長が承

公文書の管理 ・移管・評価選別について 7 

認しなければ公文書は廃棄できないことが規

定された。神奈川・秋田・沖縄の最新館県で

は、保存年限が満了した文書の現物が文書館

に持ち込まれるシステムが実現した。また、

既設館においても、北海道のように、選別・

移管を合理的におこなえるよう最近になって

文書規程を改正したところもある。

これに対して、「でき る規定」の県の状況

をみてみよう。栃木では、文書取扱規程の

「保存文書のうち、必要と認められるものは、

適切な機関にその管理を委任することができ

るJr保存の必要がなくなった文書で、資料

として価値あるものは、引き続き保存し、又

は適切な施設に移管することができる」とい

う規定で選別や移管がおこなわれている。文

書主管課や主務課の意思で移管がおこなわれ

る規定であり、規定のうえで文書館に権限が

付与されていない。山口も同様で「ヲ|き継ぐ

ことができる」規定である。この点に関し、

伊藤報告は次のように述べている。

これは各主務課 ・出先機関と文書館の

二者間の協議による自由な文書の引き継

ぎを保障している反面、文書の引き継ぎ

決定権が文書館には無く 、各主務課及び

出先機関にあるという欠点を示してい

る。このため文書館側が文書の引き継ぎ

を希望しでも、各主務課及び出先機関の

判断によって拒否される場合が多く、大

半は引き継ぐことができない。

一方、長野では 「歴史的資料として保存す

るこ とが適当と認め られる文書は、教育委員

会文化財保護課長にヲ|き渡すものとする」と

規定されているが、誰が歴史的資料の判断を

するかが明記されていない。実際には、文書

主管課から文化財保護課経由で歴史館が評価

選別をおこなっている。しかし、歴史館が歴

史的資料と判断した文書が主務課の不同意に

よって収集できず、廃棄されるという現実が

ある。橋詰報告では、歴史館の設置主体 (県

の直営でない)の問題と歴史的資料の判断主

体の問題であるとしている。

文書館が選別した文書が主務課によ って引
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き渡しを拒否されるのは、長野に限った話で

はない。東京では、廃棄文書は使用中、所属

で保存などの理由で引渡しに応じないケース

が多く、引渡し率は20%未満であるという。

北海道も引渡し率10%程度で、 8割近くの課

が無反応、すなわち引き継ぎを依頼しでも返

事すらないという。山口も引き渡し可の回答

は12%に過ぎない。

北海道や山口の場合は制度が始まったばか

りでまだ定着していないという事情もあるか

もしれないが、概して、リストのみによる選

別がおこなわれ、集中管理が不徹底な県では、

引渡し率が低いという状況がみられる。

上記の県ほどではなくとも、ほとんどの県

で、引き渡しを拒否される事態に遭遇してい

る。文書館に選別権限が与えられ、移管が義

務規定となっている県でも、「法令で廃棄し

なければならないとされている場合、その他

特別の理由jがある場合は、文書館に引き渡

さずに廃棄してよい、という規定があり、引

き渡し拒否の法的根拠となっている。

引き渡し拒否の理由として、プライパシ一

保護などのため、というケースが多いが、こ

うしたケースでは、文書館の制度を説明する

ことで主務課の了解が得られ、引き渡しが可

能になることがある。困難なのは、国や他国

体との関係を顧慮して引き渡しできないとす

るケースである。機関委任事務にかかわる文

書の場合で、固に照会して引き渡し拒否とな

るケースと引き渡しOKとなるケースがあ

る。その差は、文書の内容に由来するという

よりも、公文書館法や歴史的公文書の保存に

ついての担当官の理解の差ではないかと推察

される。また、公文書公開制度普及の影響で、

主務課としては「保存年限が過ぎたら速やか

に廃棄したいjという意向が強い。そのため

引き渡し拒否が増大する恐れがあり、一部で

既に現実化している。

こうした状況を打開するために、行政内部

での努力も重要であるが、歴史的公文書保存

についての社会的合意、国民世論の後押しが

鍵となる。

永年文書の移管が実現しない事情

歴史資料として重要な公文書を保存し、利

用に供するという文書館の使命からすれば、

一方で、業務上不要となって廃棄される文書

のうち歴史資料として重要な公文書を選別保

存しなければならないが、他方、永年保存文

書(永久保存文書・長期保存文書などともい

う)のうち一定年限を経過したものは文書館

に移管し、文書館資料として利用に供されな

ければならない。廃棄文書の選別保存はどこ

の文書館でもおこなっているが、永年保存文

書の移管については、いくつかの県で実施に

いたっていない08

永年文書移管の制度ができていない県は、

北海道・茨城・長野・岐阜・広島・山口・徳

島である。ただし、移管の制度が整っていな

い県でも、現用価値が消滅し、歴史資料と化

した文書が文書館に引き継がれることがあ

る。岐阜では戦前の文書の一部が移管されて

いる。山口では戦前期文書を中心に、永年文

書を見直して廃棄決定したうえで、文書館に

引き継がれてきた。

永年文書の移管が実現しない事情を広島の

例でみてみよう。

広島では、文書館建設時には移管の選

択肢もあったようである。しかし、文書

館の立地が県庁から遠い (2キロ)、総務

課書庫が拡張された直後で十分に広く、

それに対して文書館の書庫が永年文書を

入れるほど広くなかったなどの背景があ

った。文書館に長期保存文書を移管しな

い理由付けとして、長期保存文書イコー

ル歴史的文書とはいえない、文書館を倉

庫番にしてはならないという理屈付けも

なされたようである。

その後、文書館側の移管要請に対して、

総務課としても文書量の増大により総務

課書庫が手狭になってきたことを背景と

して、 30年経過文書を文書館書庫に移す

措置がとられた。しかし、法制面(文書

事務取扱規程)での改訂はなされず、管

理権は総務課に属し、文書館は書庫を提



供するに過ぎない。文書館に移管すると

いう方向への規程改正が困難な理由とし

て、法的根拠を明示できないというネ ッ

クがあった (根拠法規である公文書館法

に「現用のものを除く Jという規定があ

る→長期保存文書は何年経過しでも現用

である→故に公文書館法は長期保存文書

を文書館に移管する根拠にはな らないと

いう論法)。 加えて、文書館で管理する

ことへの主務課の不安(主として公開の

面で)があると思われる。主務課のスム

ーズな了解が得にくいことは、強力なリ

ーダーシップがないと実現しにくい。

この広島の例に、永年文書の移管が実現し

ない事情がほぼ出揃っている感がある。まず、

これは他の様々なことにもいえることである

が、文書館設置時にどのような制度を定める

かが決定的である。広島には永年文書が移管

しにくい条件が揃っていたとはいえ、担当者

の認識知何や決断によっては移管実現の可能

性もあった。

いったん決めた制度を改正するには、大き

なエネルギーや正当な理由が必要となる。そ

の際、公文書館法が有力な法的根拠となるが、

「現用のものを除く jという規定の「現用j

の解釈が問題となる。岐阜でも、永年文書は

現用であり、「現用のものを除く」と規定さ

れた公文書館法は、永年文書移管の法的根拠

とはならないとしている。後述するように、

神奈川では、公文書館で保存されることを前

提に文書の最長保存年限を30年にすること

で、この問題をクリアしている。

永年文書は業務に利用することが前提とな

っており、行政利用の便を考慮しなければな

らない。文書館が県庁と至近距離にあれば問

題は生じないが、ある程度距離があると、利

用頻度の高い永年文書を引き継ぐことへの主

務課の抵抗は大きい。和歌山では、 20年経過

文書は移管されることが法制化されている

が、県庁から2.5キロ離れているので、現用

などの理由で主務課が保管するケースもある

という 。東京では長期文書を 2年目から移管
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することになっているが、手元に置いておき

たいから長期にしたのにという 主務課の思い

があり、また所属で保存することに合理性が

ある場合もあり、規定どおりにはいっていな

い。広島の例にみるように、文書主管課と文

書館の書庫の収容能力も、移管に実際的な影

響を与える。徳島でも文書館の収蔵庫が県庁

の書庫と比べて圧倒的に狭いことが、県庁か

らの距離 (6キロ)とともに、永年文書の移

管が実現されない理由となっている。逆に群

馬では、文書主管課書庫の収容能力限界のた

め文書館への移管を促進しており、千葉でも

同じ理由から、 20年経過後移管する規定のと

ころを前送りで文書館へ移管している。

このほか、永年文書の移管が実現できない

事情として、文書館が外郭団体であることが

支障となる例 (茨城・長野)、集中管理が不

徹底なことが支障となる例(北海道)が報告

されている。

永年文書の有期限化

永年文書が移管される時期はまちまちであ

る。東京では 2年経過後、群馬は 5年経過後

(教委は10年)、埼玉は5年経過後文書館に搬

入され、 10年経過後管理委任、神奈川は5年

経過後引き継ぎ、 30年経過後引き渡し、秋

田・大分は10年経過後、千葉(現状は前倒し

実施) ・鳥取 ・和歌山 ・沖縄は20年経過後、

京都は25年経過後、新潟 ・香川は30年経過後

である。栃木では文書主管課による公開 ・部

分公開の判定のすんだものから文書館に移管

されている。大阪は永年文書は移管されない

が、 10年を越えた時点で随時見直し、現用価

値の無いと判断したものは文書館の選別対象

となる。

永年文書は何年前に作成されたものであれ

現用であると解されている。そのため、前述

のように文書館に移管できない理由ともされ

ている。また、文書館に移管されても、何ら

かの形で主務課の権限が及んでおり、扱いの

上でも他の所蔵資料と異なった制約がある。

これに対し、神奈川では、永年保存文書と

いうくくり方をやめて、公文書館での保存管



10 記録と史料 No.lO(2000.2) 

理を前提に30年を保存年限の上限とすること

にした。30年保存文書は、完結後5年経過し

た時点から公文書館に「ヲ|き継ぎ」され、 9)

中間書庫で現用文書として管理され、保存年

限満了後は公文書館に「ヲ|き渡し」される。

つまり、保存年限の上限を設定することで、

永年文書はいつまでたっても現用という呪縛

から解き放ち、公文書は最長でも30年で非現

用となり、名実ともに公文書館資料となる。

同様の考えから、沖縄では長期保存文書を20

年保存文書に改めた。以上2県は公文書館設

置にあわせて文書規定が改正されたのに対

し、文書館既設置県である群馬でも、 1998年

(平成10) 1月に永年文書が30年保存に切り

替えられた。なお、兵庫でも30年保存文書が

最長の保存文書となったが、「現実には選別

が行われていないので、歴史的文化的価値を

有する文書であっても、永年保存でないため

にかえって廃棄されるおそれがある。」とい

う。永年文書の有期限への切り替えは、文書

館での選別・保存が前提でなければならない

のはいうまでもない。

3 評価選別

膨大な公文書の中から永続的保存価値のあ

るものを選び出すという評価選別は、文書館

の中核的業務であると認識されているが、い

ずれの文書館においても難題となっている。

価値を判定する基準をどこに求めるかが何よ

りの難問であるが、判定するための手順につ

いても試行錯誤の状況が続いている。各館の

評価選別作業の実際を比較・検討して、問題

点や改善の方向を探る必要がある。

リスト調査と現物調査

各県でおこなわれている選別作業は、ソフ

ト (文書管理システム)、ハード(書庫 ・作

業場所)の如何によ って時間的条件 ・空間的

条件が異なっているうえ、選別作業を実施す

る主体(文書館)の陣容、取り組み方、 姿勢

も異なっているので、さまざまなバリエーシ

ヨンがある。

評価選別のためには対象が特定・呈示され

る必要があり、リストと現物のいずれかまた

は両方が手段となる。茨城・兵庫・広島では、

廃棄リストがなく、直接現物にあたっている。

香川も、廃棄リストがあるものの不備なので

現物で選別をしている。一方、東京では選別

はもっぱらリスト上でおこない、現物調査は

実施していない。東京では、評価選別の対象

となる文書の件数が40万件以上にのぼり、 5

~6 人の職員でこれを処理しなければならな

いので、リストのみによる選別は必要悪では

あるが最適な方法という。また、リストが簿

冊単位ではなく件名レベルの精度が高いもの

であるため、リスト上での選別を可能にして

いると思われる。北海道も選別はリスト上で

おこなわれる。10万点以上の文書を2人が1

か月以上かけておEいにチェックをしながら

おこなっている。

これに対して、 その他の多くの県では、あ

らかじめリスト上で選別をおこなったうえで

現物調査をおこなっている。リス トは、全体

像を把握するのに有効であり、机上作業、大

量処理に向いている。しかし、リストのみで

は内容が把握できないことも多く、その場合

には現物をチェ ックすることが欠かせない。

したがって、リスト調査と現物調査の両者を

組み合わせて選別を実施する ことは理にかな

っているといえる。

同じくリスト調査と現物調査の両者を組み

合わせて選別を実施するといっても、 ①リス

トのみによる一次選別、 ②問題文書のみ現物

調査、 ③リストによる事前調査を念頭に現物

調査の三パターンがある。新潟では、リスト

で一次選別したものを中間書庫に搬入し、そ

こで二次選別をおこなう(さらに、30年経過

後分類整理時に再選別を実施する)。京都で

は、リ ストによる一次選別で、担当者5人が

Oム×をつけ、 意見が異なるものについて現

物調査し、その調査記録をもとに会議で決定

する(二次選別)方法をと っている。埼玉で

は、保存文書台帳によ り事前調査をしておき、

県庁書庫で第一次選別(粗選別)を実施し、



文書館で第二次選別(精査)を実施する。粗

選別は多勢で (7人)短時間に (3~ 4日)、

精査は少人数(1~ 2人)で長期間 (3か月)

かけて実施している。なお、東京では、リス

トのみによる選別を二段階の作業としておこ

なっている。まず5か月間、 5人で一次選別

がおこなわれ、その結果を15日間、 2人で再

選別する。その結果をデータ入力し、引継依

頼をするという手順である。

選別の諸過程

以上の例にもみられるように、選別はいく

つかの段階を踏んでおこなわれている。文書

館執務室での目録による調査・選別、県庁書

庫での現物調査・選別、選別された現物を中

間書庫または文書館に搬入して再調査・選

別、整理と平行した選別、さらに年月の経過

を経ておこなわれる再選別、各県では、これ

らのいくつかを組み合わせて選別の効率化と

精度の向上をはかっているのである。段階的

選別の実情をみるため、特徴的な県の例をあ

げておこう 。

茨城では廃棄リストはないので、もっぱら

現物によって選別している。一次選別として

総務課書庫で箱単位に選別し、中間書庫

(1，000m')に搬入し、二次選別として廃棄年単

位に l年分づっ、 l点ごとに選別する。ここ

で中間書庫に搬入された 5割程度は廃棄され

る。さらに三次選別として、内容分類をおこ

なうときに実施するが、この時点での廃棄量

は多くない。リストなしの選別という問題点

はあるが、中間書庫の利用、 多段階選別など

見習うべき点も多い。

30年経過後の最終選別は、新潟・大阪・広

島でおこなわれている。「熟成jさせること

によって、文書の歴史的価値の有無大小を判

断しようという理にかなった方法である。た

だし、広島は過去に選別した文書を見直すこ

とにより滅量化をはかること に力点があ り、

現在の文書を大量に選別するだけの書庫面積

は確保していない。そのため中間書庫の設置

が懸案となっている。なお、山口では、 10年

単位でまとめて整理する手法をとっており、
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その際に再選別がおこなわれている。

選別作業の物理的条件

選別作業を実施する物理的条件(場所と時

間)も作業のあり方を規定する重要な要因と

なっている。作業にふさわしい場所と十分な

時聞を確保する必要があるが、現実には多く

の県でそのいずれか、あるいは両方に困難を

抱えている。群馬では、 短時間の書庫作業を

強いられている。事前にリストによる選別は

しているが、県庁書庫での現物チェックは、

各課担当者を相手に廃棄時に 1日単位で処理

しなければならない。この処理を職員 2人が

2 週間かけておこなう 。 和歌山では、 3~4

週間前にリス トが送付され、そこから選別作

業が始まる。そのため、主務課保管文書は引

き取り目前に廃棄されるケースもあるとい

う。レポートでは報告されていないが、書庫

が作業(閲覧)場所としてふさわしい空間で

あるかも車圭ネ見できない。

以上のような悪条件は、文書管理システム

が文書館による選別、文書館での永久保存を

前提としてつくられていないところに主な原

因があると考えられる。同時に文書館の側で

も条件を改善するための働きかけと独自の工

夫をこらすこ とが必要であろう。書庫の改修

なと寺ハード面は容易には実現しないが、時間

の確保などは文書主管課と文書館相互の少し

の努力で従来の慣行は改善できるのではなか

ろうか。

神奈川・秋田・沖縄で実施に移されている

ように、保存年限が満了した文書を公文書館

の選別作業用空間にすべて搬入してしまえ

ば、選別作業の物理的条件は理想的になる。

その場合、コス ト面や文書館のスペース確保

に課題が残るが、沖縄ではコス ト低減をはか

るため、極度に形式的かつ軽微な文書は廃棄

し、それ以外の全ての廃棄予定文書を公文書

館へ引き渡すシステムをつくりあげた。

作業従事者と人数・日数

選別作業に要する人数 ・日数と作業に従事

する職員について、各県の現状をまとめると

表のとおりである。いずれの県も公文書担当
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表選別作業従事者と人数

北海道 2人で10万点以上を 1か月以上で

栃木廃棄予定文書リストで各自選別(職員・嘱託)→検討会→現物点検(一部)→検討会

(職員・管理職) (→追加)→収集希望文書回答。

群馬廃棄時に 1日単位で処理、職員 2人X2週間(事前にリスト調査)

千 葉廃棄文書の目録で事前の絞り込み→文書課書庫で選別作業 (3~ 5 日、職員・嘱託 5~

6名)→文書館に持ち込み 2次選別

埼 玉 年次別課別の文書保存台帳により事前調査→本庁文庫で第 l次選別(保存箱単位、職員

5 人・嘱託 2 人で 3~4 日)→文書館で第 2 次選別 (2 割に圧縮、職員 1~2 人が 3 か

月)

東京 3年目に文書管理カード(件名)により選別、現物調査はしない。 1次選別(5か月、

5人)→2次選別(再選別、 15日、 2人)→データ入力→引継依頼。

神奈川 公文書館に搬入された現物を選別。 12人の職員が 2~3 人の組でほぼ通年作業

新潟 リストによる l次選別(職員 3名・嘱託3名、 2週間)→2次選別 (職員 5名 ・嘱託6

名全員、 1週間)0 2次選別の前に全員で研修会。

兵庫文書課の 嘱 託 1名が選別、 1年かけて l万冊のファイルを。

広 島職員 l人が10日。刊行物抜き取りに嘱託4人が3日。

山 口 6名の職員がリストにより 10日→全体会議で確認

香川 OB3 名で 3~5 日。

職員が軸になっているが、他の業務(古文書

など)担当職員や管理職(庶務担当)、 OB

嘱託がこれに加わるケースも多い。神奈川で

は公文書担当職員が多人数配置され、 2~3

人ずつのチームをいくつか編成して担当部局

の文書を選別するというやり方をとってい

る。これに対し、多くの県では、選別担当職

員は 2~3 名しかおらず、多人数で短期間に

処理する必要がある段階の作業では、他の職

員が加わり、少人数で長期間かけて精査する

ような業務は担当職員が従事するという方式

が一般的である。なお、新潟では選別前に研

修をおこなって、作業従事者の意識統ーをは

かっている。

選別は複数の目をとおしておこなうという

鉄則がほとんどの県で守られているが、広島

では公文書担当職員 l名が短期間で選別を実

施している。また、兵庫では、文書課の嘱託

1 名が 1 年かけて 8 千~ 1 万冊のファイ Jレを

選別している。時間はかけているが、兵庫の

レポート報告者も l人の作業は「恋意的、主

観的でないとは言えないjと評している。

作業に従事する時聞はまちまちである。神

奈川のように通年的に実施しているのは例外

で、多くは廃棄時期の前後の季節的作業とな

っており、とくに県庁書庫での作業は1週間

程度の短期間で実施されるケースが多い。し

かし、リストによる机上作業や、文書館や中

間書庫に搬入された文書については、数ヶ月

にわたり精査を実施している県もある。

作成年ごとの選別か廃棄時選別か

公文書の保存年限は、 1年.3年・ 5年・

10年・永年などに区分されているので、ある

年の廃棄予定文書には、保存年限の種類だけ

作成年の異なる文書が含まれていることにな

る。作成年の異なる文書を同時に選別するの

が不合理なことはいうまでもないが(もっと

不合理なことは、同一年に作成されたすべて

の文書を同時に選別しないことであるが)ω、

これまで文書館の選別では、ず、っとそうして

きた。そして今でも東京と北海道を除いては

そうである。



そうしているのには理由がある。選別のも

っとも素朴な姿は、捨てる前に必要なものを

選び出す作業である。したがって、 選別作業

は捨てる前 (直前)に実施するということに

なる。そのことは、規定の上でもみられる。

たとえば、広島では、「文書を廃棄しようと

するときは、廃棄予定文書に係る目録を文書

館長に送付し、文書館において保存すること

の適否について、文書館長の審査を受ける も

のとする」と定められている。「文書を廃棄

しようとするときjとは、常識的に考えれば

廃棄の直前もしくは審査時間を考慮しでも数

ヶ月前ということになろう 。この規定は、制

定当時においては、文書館長に選別の権限を

付与することを定めた点で先進的なものであ

ったが、選別は廃棄時に実施するものという

固定観念のもとに制定されたといえる。

これに対して、北海道では、文書の完結・

編集時点から選別が可能な規定となってい

る。北海道文書管理規程で定められた当該部

分を要約すれば次のよ うである。

完結文書は主務課において保存文書台帳

に登記され、その写しが文書主管課経由

で文書館長に送付される。文書館長は、

送付された保存文書台帳に文書館資料と

することが適当と認められる完結文書が

あるときは、主務課長および文書主管課

長に通知し、主務課および文書主管課に

おいて保存文書台帳にその旨が登記され

る。そ して、保存期聞が満了 した時点で

文書館長に引き渡される。

もともと北海道での選別も、他県と 同様廃

棄前選別であった。1981年度(昭和56)に文

書課が所管する廃棄文書の試験的評価選別か

ら始まり、 1985年度(昭和60)の文書編集保

存規程の改正で、文書課に保存されている有

期限文書を保存期聞が満了して廃棄される前

に選別するようにな った。現在の方法は、

1996年(平成 8)の規程改正で可能になった

もので、ょうやく緒についたというところで

ある。

作成年ごとの選別は、 北海道のように規程
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改正をすれば万全のものとなるが、現行の規

程のままでも、文書の集中管理をしている県

では不可能なことではない。これらの県では、

通常、文書は主務課で 1年保存した後、文書

主管課ヘヲiき継がれるが、その際、引き継ぎ

文書目録(北海道では保存文書台帳)が作成

されるはずである。これは、ほほ完結年ごと

の目録であり、作成年ごとの選別のリストと

なりうるものである。廃棄前選別は、 場当た

り的、泥縄式といわれでもしかたがないもの

であ り、是非脱却をはかりたい。

文書分類表上での指定

泥縄式から脱却したよ り計画的な手法と し

て、欧米で採用されているリテンション・ス

ケジュールが紹介されている。11)都道府県で

はこれを導入しているところはないが、大阪

市ではこれに近いと思われる方法が採用され

ている。岡市では、地方機関を含む全庁で適

用される膨大な文書分類表が用意されている

が、廃棄時に文書館で歴史資料として保存す

る必要のある文書は、アンダーラインで明示

されている。選定作業は「大阪市公文書館研

究会Jの専門員 3名によ り、総務局担当者の

協力を得て、ときには担当者や文書主任から

直接説明を受けながら、1984年(昭和59)か

ら翌年にかけて l年がかりでおこなわれた。

その結果、文書分類表の 1万4000の簿冊名称

のうち、文書館に自動的に引き継がれる永年

文書3000件を除いた l万1000件のなかから

560件が公文書館で保存すべき ものとされた。

選別率は、5.1%で、保存年限ごとの割合は、

10年保存19%、5年保存7%、3年保存 3%、

l年保存0.6%、常用文書2.7%となった。作

業に従事した堀田暁生氏が指摘するように、

毎年残す必要はないが数年おきに残す必要の

ある文書の扱いや新たに簿冊名称が発生した

場合の処置(数年おきに検討することにして

いるという)に課題を残しているが、 参考に

なる手法と思われる。12)

選別基準

各県で制定されている選別基準は、収集の

根拠規程としての対外的(対県庁)意味あい
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が強く、あらゆる文書を収集できるように基

準が設定されている。大綱・視点を提供する

程度で実践に活用するにはあまりに抽象的な

基準を掲げている県が多い。そのなかにあっ

て、数年がかりの試験的評価選別や実態調査

により収集基準を作成した北海道、選別基

準・細目基準・実施要領を定め、これを公表

している神奈川、収集しない資料の基準も設

定している沖縄などの例は、今後の選別基準

策定作業をすすめる上で参考にすべき例と思

われる。

選別基準は、選別をする際の手引であるが、

北海道が試みたように、具体的選別の過程や

結果から抽象されるものでもある。永久不変

なものではなく、経験の蓄積を反映してたえ

ず豊かなものにしていく必要がある。最終的

には、リテンション・スケジュールとしてま

とめあげることが必要であろう 。そのために

は、評価選別のケーススタデイを積み重ね13)、

その成果を共有することが望まれる。この点

に関し、北海道立文書館のとった手法が参考

になる。 14)

北海道立文書館の収集基準を制定した

際も、その前段の作業として、収集すべ

き簿冊の調査を行ったことがある。この

調査は、各主務課にどのような文書(簿

冊・台帳形態)があるか、それらのうち

なにを保存すべきかを分析しようとする

ものであった。この調査においては、各

主務課のすべての事務・事業を挙げて、

それぞれの執行過程で作成された全簿冊

の把握を行い、各簿冊の内容と相互の関

係、行政上の保存の意義などを聴取し、

或いは文献で簿冊の性格を調査した。

都道府県の業務は国の機関委任事務を中心

に共通するところが大部分であり、文書もそ

れを反映してほほ共通していると考えてよ

い。したがって、ある県のたとえば衛生行政

についてのケース・スタデイから得られた結

論は、他の全ての都道府県にも適用可能であ

ろう 。そこから一歩すすめて選別保存すべき

文書について一定の標準化を図ることも可能

であろう。特に全国一律に保存しなければな

らないものについては、何らかの手だてが必

要と考える。15)

おわりに

本稿では各館から寄せられたレポートを集

約し、 一定の分析を試みた。その結果、公文

書の管理・移管・評価選別にかかわって、各

県のとっている制度と実際の運用には様々な

バリエーションがあることがわかった。そし

て、その比較検討によってそれぞれの利害得

失もある程度明らかになったと思う。各館が

かかえている問題点の多くは、結局、公文書

の保存管理システムに文書館が正当に位置付

けられているかどうか、という問題に帰着す

ることをあらためて痛感させられた。

文書館の制度が無く、公文書公開もおこな

われていなかった時代には、都道府県の文書

管理は自らの業務遂行に必要な限りのものと

してすまされてきた。その後、公文書を歴史

資料として保存し、利用に供することが必要

であるという認識が高まり、文書館が設置さ

れた。ここで、公文書の保存管理システムも

文書館を前提とした新しいシステムに見直す

必要があったわけであるが、とくに草創期に

おいては、既存のシステムのしつぼに文書館

をくっつける程度の見直ししかおこなわれて

こなかった。われわれが当面している困難の

大部分はこのことに関わって存在していると

いってよい。

そうしたなかにあって、神奈川・秋田・沖

縄などの最新館では、文書館を組み込んだ公

文書保存管理システムの構築に大きく前進し

ている。また、北海道に代表されるように、

既存のシステムに改善を加え、前進をはかろ

うとする動きもある。今後はこうした動きを

大切にしながら、文書館相互の経験交流、未

設置の地方公共団体への働きかけを活発にす

る必要がある。
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注 「京都府における行政文書の引継移管と

この冊子には、 26都道府県立文書館の 評価選別J(京都府立総合資料館 『資料

うち22館のレポートを掲載することがで 館紀要J第23号、 1995年3月)。石原ー

きた。レポートの報告者名および所属館 則「現代公文書の評価・選別方法につい

名は次のとおりである(敬称略)。 本稿 て一神奈川県立公文書館の実務からj

で言及する各県・各館の状況や事例は、 ( r神奈川県立公文書館紀要J第 2号、

断りのない限り全てこのレポートによっ 1999年3月)。樋口雄一 「公文書館にお

ている。 ける評価と選別一原則的考え方-J (同
石川淳(北海道立文書館)市川彰(茨 上)。

城県立歴史館)丸茂博(栃木県立文書 3 ) 北海道・ 山田報告では、割付方式が事

館)小暮隆志(群馬県立文書館)橋本 務実態にどこまで対応できるか、疑問視

栄(埼玉県立文書館)花津裕 (千葉県 している。

文書館)大日向孝史・水口政次(東京 4 ) 実際、鳥取県では、文書を書庫に排架

都公文書館)石原一則 (神奈川県立公 するのに、組織区分を無視して、保存年

文書館)田中良盛(新潟県立文書館) 限別→部目別→一連番号順に排架してい

橋詰文彦(長野県立歴史館)吉田義治 る。各課の文書のまとまりは解体され、

(岐阜県歴史資料館)宮田幸好(京都 部目別に並べかえ られているのである。

府立総合資料館)堀口克美 (大阪府公 作成主体(課)を飛び越えて主題別に排

文書館)吉住健(兵庫県公館)井筒洋 列するこの方式は、 組織変更による混乱

子 (和歌山県立文書館)山名修(鳥取 を回避できるメリ ットはあるが、 各課の

県立公文書館)安藤福平(広島県立文 文書のまとまり を解体することから生じ

書館)伊藤一晴(山口県文書館)金原 る困難の方が大きいのではないか。レポ

祐樹(徳島県立文書館)菅谷芳修(香 ートによれば、目録で確認しないと捜せ

川県立文書館)足立剛 (大分県公文書 ず、廃棄 ・引継の際に区分ごとに一連番

館)豊見山和美 (沖縄県公文書館) 号順にな らべかえるので作業が煩雑であ

2 ) 鈴江英一 「わが国の文書館における公 るという 。

文書の引継移管手続と収集基準につい この点にかんし、小森治夫氏は、 「狭

てJ(北海道立文書館『研究紀要』 第4号、 陸な書庫スペースのために、主務課に対

1989年3月)。青山英幸 「対話都道府 して、「規程」どお りに行政文書の引継

県(公)文書館における公文書引継 ・選 ぎをするように積極的に働きかけること

別の現状と 課題~北海道を 中心として ができないということ にもなる」と、書

~ J (北海道立文書館『研究紀要』第6号、 庫スペースを十分確保することの重要性

1991年3月)。 戸島昭「地方自治体の記 を指摘している。(小森前掲論文)

録をどう残すか一文書館へのステ ップJ 6 ) 水口氏は、文書作成課から文書主管課

( r記録 と史料』 第3号、1992年 8月)。 への引継の問題点として、規程どおり文

同「文書 ・記録の評価と選別J(安藤正 書が引 き継がれていないこと とと もに、

人・ 青山英幸『記録史料の管理と文書館』 常用文書の存在を問題にし、「常用文書

北海道大学図書刊行会、1996年)。水口 の適正な管理は今後の重要な課題であ

政次「都道府県における文書保存 ・利用 る」と指摘している (水口前掲論文)。

の現状と課題J(向上書)。小暮隆志 「群 定型的な業務記録、毎年度きま って作

馬県立文書館における公文書受入れ ・公 成される文書は、管理方法も定ま ってい

聞の現状 と課題J(向上書)。小森治夫 る。したがって、選別のルー トにの りや
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すい。これに対してルーテインでない文

書は、管理方法が定かでない。それでい

て、主務課にとっては(ルーテインでな

いだけに)重要文書である場合が多い。

これらの一部は、ファイリングにおいて

例外的処理をされて、主務課の保管スペ

ースで保管される。常用文書という場合、

定型的な台帳類もさることながら、こう

した書類も念頭におく必要がある。

8 ) この点について、鈴江氏は「永年保存

文書が文書館に引継がれないこととなる

と、文書館にとっては、所蔵すべき資料

の構成上、最も中核となるべき部分が欠

落する結果となるJと指摘している(鈴

江前掲論文)。

9 ) 神奈川のように 5年経過した文書をす

ベて公文書館に移すことは文書館サイド

からみれば理想的であるが、公文書館と

県庁が遠距離にあるだけに、主務課が業

務を遂行するうえで障害にならないか、

という疑問は残る。

10) 青山氏は「ある課のX年完結の公文書

全体を見て置かないと、その一部分の公

文書がどのような価値をもっているか判

断するのは、難しい」と指摘したが(青

山前掲論文)、その後同氏の所属する北

海道立文書館では作成年ごとの選別が可

能なシステムが採用されるようになっ

た。

11) 作山宗久『文書のライフサイクルJ法

政大学出版局、 1995年。石原前掲論文。

12) 堀田暁生「大阪市公文書館文書収集基

準についてJcr大阪市公文書館研究紀要j

第 2号)1990年 3月。

13) 評価選別のケーススタデイの試みとし

て数野文明「諸統計の体系と統計関連資

料の評価・選別についてJcr広島県立文

書館紀要』第 5号、 1999年3月)があ

る。

14) 鈴江前掲論文。

15) 樋口雄一氏は、全国共通に統一して保

存されるべき資料が存在することを認め

ながらも、自治体によって評価選別方法

が統ーされていないことが、選別された

資料に多様性を持たせる結果となってい

ることを評価している(樋口前掲論文)。

生半可な評価選別論を全国一律に押しつ

けることの弊害を恐れたものとも解せる

が、極論すればアットランダムな選別を

推奨することに繋がり、賛成できない。


